
指定等の延長(km)

一級河川指定案件

増 減

北海道 (8 9)

　広域河川改修事業を実施している下流域へ
の氾濫被害防止のため、一体として実施する

区分 指定等の理由
廃止

水系名 河川名
都道府県名

（市町村名）

指定等の延長(km)
変更

新規

石狩川
イシカリ

ポン川
北海道

（上川郡東神楽町）
区間延長

(8.9)
0.9

被 防 実施
必要のある区間を平成２４年度より事業着手
することから、その対象区間について一級河
川として指定。

岩木川
イワキ 青森県

西
区間延長

(111.5) 　津軽ダムについては、昭和63年度から実施
計画調査 着手し 平成3年度から建設 着岩木川 （西目屋村）

区間延長
1.1

大沢
オオサワ

川
青森県

（西目屋村）
区間延長

(2.8)
0.3

アンモン 青森県
区間延長

(3.2)

計画調査に着手し、平成3年度から建設に着
手、平成5年度にダム基本計画が策定され、
平成19年度に基本計画の変更によりダム高が
最終決定し、湛水線測量を実施し、平成23年
に影響区間が確定したことから、その区間を

岩木川
イワキ

暗門川
青森県

（西目屋村）
区間延長

(3 )
0.9

北上川
キタカミ

木賊
トクサ

川放水路
岩手県

（滝沢村）
新規指定 1.5

　広域河川改修工事による分水路工事が平成
23年度に完成したことから、木賊川放水路を
一級河川として指定。

に影響区間が確定したことから、そ 区間を
一級河川として指定。

大穴
オオアナサワ

沢川
山形県

（最上町）
新規指定 1.0

山形県
最上川
モガミ

　最上小国川ダムについては、平成7年度か
ら実施計画調査に着手し、平成20年度に新規
建設が採択されている。平成23年8月12日に
ダム事業の検証において、「継続」と決定さ

矢
ヤガサワ

柏沢川
山形県

（最上町）
新規指定 0.9

木曾川
キソガワ

新堀
シンボリ

川
ガワ

放水路
岐阜県

(瑞穂市）
新規指定 0 6

　広域河川改修事業による放水路工事が平成
23年度に完成したことから新堀川放水路を一

れ、平成24年度から用地買収等を行うため、
影響区間を一級河川として指定。

木曾川 新堀川放水路 (瑞穂市）
新規指定 0.6 23年度に完成したことから新堀川放水路を

級河川として指定。

（注） （ ）書は、今回の指定変更後の延長(km)である。 －１－



変更水系名 河川名
都道府県名

区分
指定等の延長(km)

指定等の理由

一級河川指定案件

増 減

淀川
ヨド

天神川
テンジンガワ

放水路
京都府

(南丹市）
新規指定 0.8

　広域河川改修事業による放水路工事が平成
23年度に完成することから天神川放水路を一
級河川として指定。

変更
廃止

水系名 河川名
（市町村名）

区分 指定等の理由
新規

級河川として指定。

吉井川
ヨシイ

香
カガト

登川
岡山県

(備前市）
区間縮小

(7.9)
△0.3

　岡山県事業による河川改修工事（バイパス
工事）が平成23年末に完成することから、香
登川の上流端を変更。

中
ナカ

鳥
トリ

川
徳島県

（美馬市）
区間縮小

(1.1)
△2.9

芝生
シボウ

中
ナカ

鳥
トリ

川
徳島県

（美馬市）
新規指定 1.5

徳島県 (2 1)
　吉野川の左岸堤防の整備、中鳥川及びその
派川の合流点の改築等 吉野川左岸改修事業

滝谷
タキタニ

川
徳島県

（三好市）
区間延長

(2.1)
0.3

高
コウ

瀬
ゼダニ

谷川
徳島県

（美馬市）
区間延長

(2.1)
0.1

ハシガタニ クロタニ 徳島県 合流点変更

吉野川
ヨシノ 派川の合流点の改築等、吉野川左岸改修事業

の一連の工事が平成２３年に完了したことに
伴う区間の変更等。

箸ヶ谷川、黒谷川
徳島県

（三好市、美馬市）
合流点変更

浦田
ウラタ

川
佐賀県

（鳥栖市）
区間縮小

(1.4)
△0.1

九州新幹線新設に伴う河川付け替え工事の完
成に伴い一級河川の区間を変更。

チクゴ

石松
イシマツ

放水路
大分県

（日田市）
新規指定 0.1

総合流域防災事業による放水路工事が平成23
年度に完成することから、石松放水路を一級
河川として指定。

筑後川

（注） （ ）書は、今回の指定変更後の延長(km)である。

－２－


